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※１ 非常用ディーゼル発電機は、非常用母線が停電した際に自動的に起動し、必要な機器に電力
を供給する設備で、５号機には３台設置されています。 

 
※２ バルブレバー注油ポンプは、非常用ディーゼル発電機がいつでも起動できるように、同発電機

の給・排気弁に潤滑油を注油する設備で、６時間毎に自動運転します。 
 
※３ 原子炉停止時冷却系は停止中の原子炉を冷却する設備 
 
※４ 原子炉施設保安規定では、運転している原子炉停止時冷却系統の非常用電源（バックアップ）

として、その系統の非常用ディーゼル発電機が運転可能な状態であることを要求しています。 

原子炉施設保安規定は、原子炉等規制法第３７条第１項に基づき、原子炉設置者が原子力発
電所の安全運転を行う上で守るべき事項を定めたもので、国の認可を受けています。 

 

以 上 

浜岡原子力発電所５号機 非常用ディーゼル発電機（Ｃ）注油系統の点検について 
（原子炉施設保安規定で定められた範囲内の措置） 

 
原  因 

注油ポンプの出口圧力が低下した原因は、異物により注油ポンプに注油
タンク内の油が十分に供給されなかったためと推定しました。 

今後、異物が注油タンク内に入った原因を調査します。 

対象号機 ５号機 （停止中）  
  ：改良型沸騰水型、定格電気出力１３８万キロワット 
 

お知らせ基準 「表１－１」に該当します。 

発生年月日 平成１８年１２月８日 
 

 

 

 

 

 
発生時の状況 

午後１０時５６分、非常用ディーゼル発電機（Ｃ）（※１）の「バルブレバー注
油ポンプ出口圧力低」の警報が点灯し、運転中のバルブレバー注油ポンプ
（※２）（以下「注油ポンプ」）の出口圧力が低下していることを確認しました。 

このため、非常用ディーゼル発電機（Ｃ）は運転可能な状態ではないと判
断しました。 

非常用ディーゼル発電機（Ｃ）は、運転中の原子炉停止時冷却系（Ｃ） 
（※３）の非常用電源であることから、保安規定の要求事項（※４）を満足さ
せるため、健全な非常用電源を有する原子炉停止時冷却系（Ａ）へ運転を
切り替える操作を行いました。 

なお、１２月９日に非常用ディーゼル発電機（Ｃ）の点検を実施し、バルブ
レバー注油タンク（以下「注油タンク」）内のポンプ吸込み口にプラスチック製
のキャップ状の異物があることを確認しました。 

異物回収後に注油ポンプの運転状態を確認し、出口圧力が正常であるこ
とを確認しました。 

 本事象による外部への放射能の影響はありません。 放射能の影響 

http://www.chuden.co.jp/torikumi/atom/hamaoka/pdf/info_unten_02.pdf


Copyright (C) CHUBU Electric Power Co., Inc. 

 

 

 

非常用ディーゼル発電機（Ｃ）バルブレバー注油系統 概要図 

Ｐ 
フィルター 

バルブレバー 
注油ポンプ 

バルブレバー注油タンク 

非常用ディーゼル発電機（Ｃ）給・排気弁へ 

潤滑油 

【確認されたキャップ状の異物】 
直径：約２ｃｍ 
高さ：約１．５ｃｍ 
材質：プラスチック 

圧力計 

通常、圧力が約１５０ｋＰａ
であるところ、約２０ｋＰａま
で低下していることを確認
しました。 

ポンプ吸込み口 


